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土壌汚染対策法成立の経緯

近年、企業合併にともなう資産売

却、生産工場の海外移転の際の不動

産取引、あるいは企業の工場跡地等

の再開発にともない、市街地におけ

る土壌汚染問題が顕在化し、メディ

ア等に頻繁に取り上げられるように

なって、土壌汚染による健康被害の

懸念や対策の確立への社会的要請が

高まっている。

このような社会的背景のもと、

2003年2月15日より、日本では初の

土壌汚染に関する法律「土壌汚染対

策法（以下、新法と略記）」が施行さ

れた。企業は土壌汚染問題を経営上

の課題の一つとして捉え、自社への

影響を早急に検討する必要に迫られ

ることとなる。

新法の施行による企業への直接的

な影響は、①土壌汚染状況調査によ

る費用負担、②台帳への登録による

資産価値の減少、③浄化措置等の実

施による費用負担、の3点にまとめ

られる。

ここで、「法律に該当しなければ調

査する必要がない」という考えが経

営者の頭をよぎるかもしれない。実

際に法律上は、周辺で深刻な地下水

汚染が見つかり、都道府県知事が調

査を命令するなどの場合を除いて、

工場・事業所等が操業中であれば調

査する必要はないとされている。し

かし、はたして調査対象外の土地を

所有する企業は、土壌汚染リスクに

対して何もしなくていいのだろうか。

土壌汚染リスクは、単にビルや工

場等における調査・浄化費用の捻出

といった表面的な経済的負担にとど

まるものではない。企業の対応の如

何によっては、組織全体に大きな影

響をおよぼすリスクへと連鎖・拡大

する要素を持っている。

図1は、リスクの「発生頻度」と「経

営への影響度」を2軸としたリスクマ

ップ上に、製造業一般をイメージし

て、土壌汚染によって企業経営に影

響を及ぼすリスクをプロットしたも

のである。このように、土壌汚染リ

スクは、新法上の調査・措置命令に

よる費用負担だけでなく、様々な側

面があり、企業の根幹を揺るがす大

きな脅威が潜在している。

では、これらのリスクを顕在化さ

せないために、企業はどう対応べき

なのだろうか。

図2は、土壌汚染の調査から対策

までの流れを模式的に示したもので

ある。先に述べた様々な土壌汚染リ

スクが顕在化する要因は、このよう

に調査、浄化、情報公開それぞれの

段階において数多く潜んでいるので

ある。

そこで、企業が土壌汚染リスク対

策を考える際に、考慮しなければい

けないポイントは以下のとおりであ

る。

現在使用しているビルや工場等に

おいて、新たな汚染の発生・拡大を

起こすことは、将来の土壌汚染調

査・対策費用の増大や、その不動産

価値の下落に直結する。

現在の事業活動において、有害な

化学物質を使用しているのであれば、

その代替物質の使用を検討する。代

替物質がなければ、有害物質の搬

入・貯蔵から使用・排出・廃棄に至っ

て有害物質に係わる全てのプロセス

を厳重に管理する。

とにかく、新たな土壌汚染の発

生・拡大を絶対に起こさないことが

重要である。

調査の主体者が土地所有者である

以上、法律上の調査命令が下らない

限りは調査をする必要はない。しか

し、リスクマネジメント上、自主的

に調査を実施しておくことによって、

適切で効果的な経営資源の配分を将

来にわたって継続することが可能と

なる。最低限、過去の土地使用履歴

等の書類調査（ 1）や簡便なサ

ンプリング調査を実施し、現状把握を

実施しておくことが望ましいといえる。
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（3）適切な調査・浄化業者を選定する

（4）汚染を発見したら放置しない

（5）適切な情報公開を行う
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汚染調査・浄化作業のほとんどを

調査・浄化会社に委託して実施する

以上、企業としてリスクをコントロ

ールできるポイントは、適切な調

査・浄化会社を起用することである。

ここ数年の土壌汚染ビジネスの盛

り上がりによって、調査や浄化技術

の発展が著しく、価格・技術の両面

において過当競争の傾向にあるとい

える。企業としては、少しでも安い

業者を起用したいと考えるだろうが、

価格面だけで業者を選ぶのは危険で

ある。企業自らが土壌汚染に関する

知識を身につけ、技術的にも信頼で

きる業者選びをすることがリスク対

策の重要なポイントである。

土壌汚染は、放置していても短期

間で自然に改善されることはほとん

どない。さらに、揮発性有機化合物

のような移動性に富んだ物質による

汚染の場合、放置しておけば時間の

経過とともに徐々に汚染範囲を拡大

し、自社の土地だけでなく周辺の土

地まで汚染する可能性がある。そう

なると、自社の土地の浄化費用だけ

でなく賠償責任の問題も浮上する。

また、自社の土地が汚染されている

ことを認識したにもかかわらず、そ

れを放置しているという事実が内部

告発や社外組織の調査等によって外

に漏れ、企業の信用やイメージを大

きく失墜するといったケースも考え

られる。汚染を放置することによる

リスクの大きさとのバランスを考え、

適度に経営資源を投入してリスクを

低減することが必要である。

企業が汚染調査によって判明した

情報は、周辺住民に対して、事前に

業者と協力して公表する情報の過不

足、正確性について十分検討し、主

体性と計画性を持って適切なタイミ

ングで公表するのが望ましい。少な

くとも、企業外部組織から調査されて、

調査結果をメディア等に公表される前

に情報を伝えることが重要である。

また、汚染されている事実が

たとえ発覚しても、責任を回避

するような発言をしないことで

ある。周辺住民は、汚染を引き

起こしたことよりも、情報の遅

延や改ざん、あるいは隠ぺいに

対して厳しく批判するからである。

これまで述べたように、土壌

汚染リスクは、法律上は自社に

該当しないからといって何もし

なくていいわけではない。企業

の抱える多数のリスクの一つで

あると認識すべきである。企業

としては、土壌汚染を含めた多

数のリスクの発生頻度、経営へ

の影響度をそれぞれ把握し、対

策の優先順位付けをした上で、

土壌汚染リスクに対してどれだ

けの経営資源を投入すべきか判

断することが重要である。

今回の新法施行を契機として、

自社のリスクを再度洗い出し、

評価を行って、自社のリスクマ

ネジメント体制を見直してはど

うだろうか。
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